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「「子 どもの貧 困」解 消な ど教 育予算確保・拡 充 と就学保 障、義務

教育費 国庫負 担制 度堅持 ・負 担 率 2分 の 1へ の復 元 、教職員 の

超勤 ・多忙化解 消 。「30人 以下学級 」 の実現 に向けた意見書」

の提 出 を求 める陳情

陳情 の

趣  旨

義務 教 育 費 国庫負 担 率 が 2分 の 1か ら 3分 の 1に な った こ と

で、定数 内期 限付採 用や 非 常勤教職 員 が増加 し、教職 員 定数の未

充足 な どの状況 が顕 著 にな って い る中、文部科 学省 は 「学校 にお

け る働 き方 改革や複 雑化 ・ 困難 化 す る教 育口果題 に対応す るため」

(2026年 度 までの改善予 定数 18,910人 )と して、2019年 度分

2,615人 増 の要求 を行 い ま した。 しか し、 8年 間の教職 員 定数改

善計画 は実現 されず 、加 配 定数 1,210人 (う ち小学校英語 専科教

員 1,000人 )、 2017年 3月 の義務標 準法 (公 立義務教育諸学校 の

学級編 制及 び教職 員 定数 の標 準 に関す る法律 )改 正 に よる基礎 定

数 化 に伴 う定数 246人 、計 1,456人 の定数増加 に とどま りま した。

子 どもた ちへ の き め細や か な教 育 のた めに も、教職員 定数 を抜

本 的 に改善す るな ど、教職 員 の超 勤・ 多忙化解 消 が不可欠 です。

そ のた めには、 中央教育審議会 特別部会 の 「答 申」 な どに よる業

務 量の抜本 的削減 を蔑 ろに した時間短縮 な どではな く、教職員 の

無制 限 ・無 定量 の超 過勤務 をバ認 す る 「公 立の義務教育諸学校等

の教育職員 の給 与等 に関す る特別措 置法 J及び 「公 立の義務教育

諸 学校 等 の教育職員 の給 与等 に関す る特別 措置条例」(給 特法・条

例 )を 廃 止す るな どの法整備 の見直 しとともに、すべて の教職 員

の抜本 的 な超 勤実態 の解 消 とな る、基礎 定数法改 善 に よる 「第 8

次教職 員 定数 改善計 画」の策 定や 、「30人 以 下学級 」な ど少人数

学級 の早期 実現 、全 教職 員 に よる協力・ 協働 体制 に よる 「学校づ

く り」を具現化す る よ う、今後 も、自治体議会意 見書 な どによ り、

各級段 階 か ら多 くの声 をあげてい くこ とが必要 です。

2017年 9月 に厚 生 労働 省 が発 表 した 2016年 の 「国民生活基礎

調 査」 で は、 18歳 未満 の子 どもがい る世 帯 の子 どもの貧 困率 は

13.9%、 ひ と り親 世 帯は 50.8%と 、依然 として 7人 に 1人 の子 ど

もが貧 困状態 にあ ります。 また、2017年 12月 、文部科 学省が発

表 した 「就 学援助 実施状況等調査 」では、要保護 。準要保 護率は、

全 国で 15.43%と 7人 に 1人 、北海道 においては全 国で 6番 目に

高 い 21.64%と 5人 に 1人 が補 助 を受 けて い る状 況 とな って お

り、依 然厳 しい実態 にあ ります。

この よ うな状況 に あるに もかかわ らず 、教育現場 では、給食費 、

修 学旅 行 費 、テ ス トや ドリル な どをは じめ とす る教材費 な どの私
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費負担 も依 然 と して減少せず 、地 方 交付税 措 置 され てい る教材 費

や 図書費 につ いて も 自治 体 でそ の措 置 に格 差 が生 じています。

さらに、生活扶助 費 の切 り下 げ に よ る就 学援 助制度 の改悪や「高

校授 業料 無償 制度 」へ の所得 制 限、 さ らには 「給付型奨学金」 は

対象者 が限定 され て い る こ とか ら有利 子 「奨 学金制度 Jを利用せ

ざるを得 ない子 どもた ちが、返 済 に悩 み苦 しむ な ど、家庭・子 ど

もの 「貧 困 と格差 」 は改 善 されず 、経 済的 な理 由で進学 ・就学 を

断念す るな ど 「教 育 の機 会均 等」 は崩 され 、学習権 を含 む子 ども

の人権 が保 障 され ない状況 とな って い ます。 子 どもた ちは、住む

地域や 環境 に関係 な く平等 に教育 を受 け る権利 を有 しています。

そ の保 障 のた めには、国に よる教 育 予算 の確 保 と拡 充が必 要です。

これ らの こ とか ら、国 にお いて は 、義務 教 育費無償 、義務教育

費 国庫兵 担制度 の堅持 、 当面負担 率 2分 の 1へ の復元 、早急に実

効性 の あ る教職 員 の超 勤 。多忙化解 消 の実現 な ど、教育予算の確

保 。拡 充 、就 学保 障 の充 実 をはか る よ う意 見書 の提 出を陳情 しま

す。

記

1 .国 の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保する

ため、義務教育費を無償 とし、また、義務教育費国庫負担制度

の堅持、当面、義務教育費国庫負担金の兵担率を 2分の 1に 復

元す ること。

.「 30人 以 下学級 Jの 早期実現 に向 けて、小学校 1年 生 か ら中学

校 3年生 の学級編 成標 準 を順 次 改定す る こ と。 また、地域の特

性 にあつた教育環境整備 ・教 育活 動 の推 進 、住 む地域 に関係 な

く子 どもた ちの教 育 を保 障す るた め、公 立義務教育諸学校 の学

級編成及 び教職 員 定数 の標 準 に関す る法律 改正 を伴 う計画的 な

教職 員 定数 改善 の早期 実現 、教頭 ・養護 教諭 ・事務職員 の全校

配置 の実現 のた め、必 要 な予算 の確保・拡充 を図 るこ と。

.教材 費 な ど保護 者負 担 の解 消 、 図書費 な ど国の責任 において

教育予算 の十分 な確保 、拡 充 を行 うこ と。

.就学援 助制度・ 奨学金制度 の更 な る拡 大 、高校授 業料 無償化

の実現 、所得制 限 を導入 してい る高等学校 等就 学支援金制度 の

改善 な ど、就 学保 障 の充実 を国の責任 において十分 な予算確保 、

拡 充 を図 るこ と。
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陳 情 者

の住 所

氏  名

芽室町東 」条 南 ユ丁 目

連 合 北海 道 芽室地 区連合  会長  安 田 幸子

受  付

年 月 日
令和元年 5月 15日

備  考
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